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​解約違約金​

​解約違約金は、料金適用開始日からの年数に応じて、本件太陽光発電システムの太陽電​

​池容量１ｋｗあたり、以下のとおりとします。​

​「安心プラン」の場合、料金適用開始日から11年目以降においては、以下にかかわら​

​ず、解約違約金が発生しないものとします。​

​以上​

​Niterra電力株式会社​

​別紙2　解約違約金_Rev4​

​適用開始：2025年12月15日​

​P.​​1​​/1​


